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告   示 

◎新潟県告示第302号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項（又は第53条第１項）の規定により、指定居宅サービス事業

者（又は指定介護予防サービス事業者）を次のとおり指定した。 

平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

サービスの種類 事業所の名称 所在地 事業者 指定年月日 

訪問介護 

 

介護予防訪問介護 

エフビー訪問介

護かすが 

新潟県上越市木田

２丁目 320番 

エフビー介護サービ

ス株式会社 

平成 26年３月１日 

訪問看護 

 

介護予防訪問看護 

ナースステーショ

ンあたたか柏崎 

新潟県柏崎市松美

２丁目５番 38号 

株式会社新潟ゆうあ

い 

平成 26年３月１日 

通所介護 

 

介護予防通所介護 

寄り合い処ふらっ

とかすが 

新潟県上越市木田

２丁目 320番 

エフビー介護サービ

ス株式会社 

平成 26年３月１日 

介護予防通所介護 デイサービスゆざ

わ 

新潟県南魚沼郡湯

沢町大字神立 1555

番地２ 

株式会社あんしん 平成 26年３月１日 

短期入所生活介護 

 

介護予防短期入所生

活介護 

ショートステイ希

望の丘 

新潟県南蒲原郡田

上町大字坂田 135 

株式会社ＮＥＸＴ 

ＣＡＲＥ ＳＥＲＶ

ＩＣＥ 

平成 26年３月１日 

 

◎新潟県告示第303号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項（又は第115条の５第２項）の規定により、指定居宅サービ

ス事業者（又は指定介護予防サービス事業者）から次のとおり事業の廃止の届出があった。 

平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

事業所の名称 所在地 事業者 サービスの種類 
届出の受理年月

日 
廃止年月日 

阿賀野ケアプラザ 新潟県阿賀野市

保田 7313番地 

株式会社東日

本福祉経営サ 

訪問介護 

 

平成 26年１月

17日 

平成 26年２月 18

日 



第19号 新  潟  県  報 平成26年３月11日(火) 

3 

  ービス 介護予防訪問介

護 

  

阿賀野市社協訪

問入浴ぬくもり 

新潟県阿賀野市

稲荷町 11番 10

号 

社会福祉法人

阿賀野市社会

福祉協議会 

訪問入浴介護 

 

介護予防訪問入

浴介護 

平成 26年１月

27日 

平成 26年２月 28

日 

 

◎新潟県告示第304号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第82条第２項の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり事業

の廃止の届出があった。 

平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

事業所の名称 所在地 事業者 届出の受理年月日 廃止年月日 

阿賀野ケアプランセ

ンター 

新潟県阿賀野市保

田 7313番地 

株式会社東日本福

祉経営サービス 

平成 26年１月 17 日 平成 26年２月 18 日 

 

◎新潟県告示第305号 

森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定をする予定である。 

平成26年３月11日 

新潟県知事    泉 田  裕 彦 

１ 保安林予定森林の所在場所 

新潟県佐渡市相川鹿伏 166の３ 

２ 指定の目的 

    土砂の崩壊の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

 ア 主伐は、択伐による。 

 イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

 ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び佐渡市役所に備え置いて縦覧に供

する｡) 

 

◎新潟県告示第306号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第113条の２第１項の規定により、次のとおり土地改良事業の工事が完了

した旨の届出があった。 

平成26年３月11日 

新潟県十日町地域振興局長 

事業主体の所在・名称 地区名 事業名 完了年月日 

十日町市 

十日町土地改良区 

小泉 農業用用排水施設整備（県単農業農村

整備「かんがい排水」）事業 

平成26年２月25日 

 

◎新潟県告示第307号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第９項の規定により、新発田市を地域とする県営区画整理（ほ

場整備「担い手育成型」）事業太斎地区に係る換地処分をした。 
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平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

◎新潟県告示第308号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第９項の規定により、新潟市及び燕市を地域とする県営区画整

理（経営体育成基盤整備）事業次新地区に係る換地処分をした。 

平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

◎新潟県告示第309号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 一般国道 

２ 路 線 名 351号 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

小千谷市高梨町字堤原884番１から 

 

同市高梨町字堂付516番４まで 

 

新 

 

7.0～13.0メートル 

 

403.2メートル 

 

旧 

 

6.6～8.5メートル 

 

403.1メートル 

 備考 路線の重用 

    全区間県道三仏生片貝線と重用 

 

 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 三仏生片貝線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

小千谷市高梨町字堂付516番４から 

 

同市高梨町字堤原884番１まで 

 

新 

 

7.0～13.0メートル 

 

403.2メートル 

 

旧 

 

6.6～8.5メートル 

 

403.1メートル 

 備考 路線の重用 

    全区間一般国道351号と重用 

 

◎新潟県告示第310号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、一般国道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  一般国道 351号 

２ 供用開始の区間 

  小千谷市高梨町字堤原884番１から同市高梨町字堂付516番４まで 
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３ 供用開始の期日  平成26年３月11日 

 

◎新潟県告示第311号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 大沢小国小千谷線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

長岡市小国町山野田字チヨシロ 202番15から 

 

同市小国町山野田字田麦沢1282番１まで 

 

新 

 

6.8～41.5メートル 

 

613.1メートル 

 

旧 

 

4.1～15.0メートル 

 

621.7メートル 

 

◎新潟県告示第312号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   大沢小国小千谷線 

２ 供用開始の区間 

  長岡市小国町山野田字チヨシロ202番15から同市小国町山野田字田麦沢1282番１まで 

３ 供用開始の期日  平成26年３月11日 

 

◎新潟県告示第313号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 

平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 小千谷十日町津南線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

十日町市水口沢 97番から 

 

同市東善寺１番まで 

 

新 

 

14.5～24.6メートル 

 

306.9メートル 

 

旧 

 

8.5～21.0メートル 

 

307.2メートル 

 

◎新潟県告示第314号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 
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平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   小千谷十日町津南線 

２ 供用開始の区間 

  十日町市水口沢97番から同市東善寺１番まで 

３ 供用開始の期日  平成26年３月11日 

 

◎新潟県告示第315号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県上越地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 青柳高田線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

上越市清里区梨平字屋敷添 2099番５から 

 

同市清里区梨平字屋敷添2128番まで 

 

新 

 

6.0～28.3メートル 

 

94.6メートル 

 

旧 

 

6.0～9.6メートル 

 

94.6メートル 

 

◎新潟県告示第316号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県上越地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   青柳高田線 

２ 供用開始の区間 

  上越市清里区梨平字屋敷添2099番５から同市清里区梨平字屋敷添2128番まで 

３ 供用開始の期日  平成26年３月11日 

 

◎新潟県告示第317号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県上越地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 田屋戸野目線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

上越市大字東中島字三百歩 2687番１から 

 

同市大字東中島1175番２まで 

 

新 

 

10.0～23.6メートル 

 

90.8メートル 

 

旧 

 

8.8～23.6メートル 

 

90.8メートル 
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◎新潟県告示第318号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県上越地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   田屋戸野目線 

２ 供用開始の区間 

  上越市大字東中島字三百歩2687番１から同市大字東中島1175番２まで 

３ 供用開始の期日  平成26年３月11日 

 

◎新潟県告示第319号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県佐渡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 佐渡一周線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

佐渡市橘 1057番１から 

 

同市橘 1052 番２まで 

 

新 

 

6.6～20.0メートル 

 

177.0メートル 

 

旧 

 

6.5～10.2メートル 

 

176.6メートル 

 

◎新潟県告示第320号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県佐渡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   佐渡一周線 

２ 供用開始の区間 

  佐渡市橘1057番１から同市橘1052番２まで 

３ 供用開始の期日  平成26年３月11日 

 

◎新潟県告示第321号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県佐渡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 佐渡一周線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 
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佐渡市虫崎字かなばしり 367 番９から 

 

同市虫崎字大清水 81 番１まで 

 

新 

 

6.6～63.5メートル 

 

116.8メートル 

 

旧 

 

6.6～18.0メートル 

 

116.8メートル 

 

◎新潟県告示第322号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県佐渡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   佐渡一周線 

２ 供用開始の区間 

  佐渡市虫崎字かなばしり367番９から同市虫崎字大清水81番１まで 

３ 供用開始の期日  平成26年３月11日 

 

◎新潟県告示第323号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、都市計画

の図書の写しを次のとおり縦覧に供する。 

平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 変更に係わる都市計画の種類及び名称 

 ・種類 妙高都市計画風致地区（妙高市決定） 

 ・名称 名香山風致地区 

２ 縦覧の場所 

 新潟県土木部都市局都市政策課 

 

◎新潟県告示第324号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、都市計画

の図書の写しを次のとおり縦覧に供する。 

平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 変更に係わる都市計画の種類及び名称 

 ・種類 新潟都市計画道路（新発田市決定） 

 ・名称 ３・５・302号 向山線 

   ３・４・350号 月岡線 

２ 縦覧の場所 

 新潟県土木部都市局都市政策課 

 

公   告 

予算の公表について（公告） 

平成26年２月28日新潟県議会において議決された平成25年度新潟県一般会計補正予算の要領は、次のとおりで

ある。 

平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 
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保安林指定通知のあて先人不分明について（公告） 

森林法（昭和26年法律第249号）第33条第３項の規定により通知する次の者については、その所在が不分明なの

で、同法第189条の規定により、当該通知の内容を保安林の属する市役所に掲示する。 

平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 所在の不分明な者の氏名及び掲示場所 

   江部 喜一  南魚沼市役所 

２ 通知の内容 

(1) 農林水産大臣から、平成26年２月12日付け25林整治第661号の１で保安林に指定した旨の通知を受けたので、

森林法第33条第３項の規定により通知する。 

(2) 保安林の所在場所及び指定の目的、指定施業要件については、平成26年２月10日付け農林水産省告示第197

号による。 

 

特定非営利活動法人の設立の認証申請について（公告） 

 特定非営利活動促進法（平成 10年法律第７号）第 10 条第１項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の

設立の認証申請があった。 

なお、特定非営利活動促進法第10条第２項に規定する申請書の添付書類は、新潟県県民生活・環境部県民生活課

及び新発田地域振興局において縦覧に供する。 

平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 申請のあった年月日 

平成 26年２月 28 日 

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称 

    特定非営利活動法人サポーター’ｓクラブＡｇａｎｏ 

３ 代表者の氏名 

阿部 政之 

４ 主たる事務所の所在地 

    阿賀野市金田町９番 31号 

５ 定款に記載された目的 

この法人は阿賀野市及び、その近隣地域の青少年をはじめとした地域住民に対して、スポーツ活動全般の指

導に関する事業を行い、心身の健全育成を図る事を目的とする。更に地域での活動を多分野で行う事により、

人と人との交流を促進し地域社会の発展に寄与することを目的とする。 

６ 定款に記載された特定非営利活動の種類 

(1)  子どもの健全育成を図る活動 

(2)  学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

  (3)  社会教育の推進を図る活動 

  (4)  地域安全活動 

  (5)  前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

 

大規模小売店舗の新設について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定による新設の届出の概要を次のとおり公表

する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

名 称 （仮称）蔦屋書店長岡新保店 

所在地 長岡市新保中央土地区画整理事業地内13街区 

２ 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並び
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に法人にあっては代表者の氏名 

(1) 大規模小売店舗を設置する者 

・氏名又は名称 株式会社トップカルチャー 

法人代表者氏名 代表取締役 清水 秀雄 

住所 新潟市西区小針四丁目９番１号 

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者 

・氏名又は名称 株式会社トップカルチャー 

法人代表者氏名 代表取締役 清水 秀雄 

住所 新潟市西区小針四丁目９番１号 

３ 大規模小売店舗の新設をする日 

平成26年11月５日 

４ 大規模小売店舗の店舗面積の合計 

計2,818平方メートル 

５ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

(1) 駐車場の位置及び収容台数 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

・収容台数 計113台 

(2) 駐輪場の位置及び収容台数 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

・収容台数 計30台 

(3) 荷さばき施設の位置及び面積 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

・面積 計24平方メートル 

(4) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

・容量 計15立方メートル 

６ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

午前７時から翌午前１時 

(2) 来客が駐車場を利用できる時間帯 

午前６時30分から翌午前１時30分 

(3) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

・出入口の数 ３箇所 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

午前８時から午後９時 

７ 届出年月日 

平成26年３月４日 

８ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 

（なお、長岡市商工部商業振興課でも閲覧ができます｡) 

９ 縦覧期間 

平成26年３月11日から平成26年７月11日まで 

10 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

商業振興課 商業振興係 

電   話 025－280－5237 

Ｅメ ー ル  ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

 

 

大規模小売店舗の届出に対する市町村等の意見について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項及び第２項の規定による市町村等の意見の概要を
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次のとおり公表する。 

平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 （仮称）クスリのアオキ燕白山店 

所在地 燕市白山町３丁目2745番地 

設置者 株式会社クスリのアオキ 

２ 届出の概要及び公告日 

概 要 大規模小売店舗立地法第５条第１項の規定による新設の届出 

公告日 平成25年11月１日 

３ 意見の概要 

(1) 燕市からの意見の概要 

意見なし 

(2) 居住者等の意見の概要 

意見書の提出はなかった。 

４ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 

５ 縦覧期間 

平成26年３月11日から平成26年４月11日まで 

 

大規模小売店舗の届出に対する市町村等の意見について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項及び第２項の規定による市町村等の意見の概要を

次のとおり公表する。 

平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 （仮称）クスリのアオキ住吉店 

所在地 新発田市住吉町５丁目590番地外 

設置者 株式会社クスリのアオキ 

２ 届出の概要及び公告日 

概 要 大規模小売店舗立地法第５条第１項の規定による新設の届出 

公告日 平成25年11月１日 

３ 意見の概要 

(1) 新発田市からの意見の概要 

騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 

① 施設から排出される廃棄物に関して、資源分別を含め適切に処理を行うこと。また、市と協議し、市

の一般廃棄物（ごみ）処理基本計画に基づき対応すること。 

② 回収した廃棄物、特に資源化するものについて、回収後の資源化ルート及び方法を確認すること。 

(2) 居住者等の意見の概要 

意見書の提出はなかった。 

４ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 

５ 縦覧期間 

平成26年３月11日から平成26年４月11日まで 

 

大規模小売店舗の届出に対する市町村等の意見について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項及び第２項の規定による市町村等の意見の概要を

次のとおり公表する。 

平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 
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名 称 コモタウン柏崎 

所在地 柏崎市宝町字横枕1045番地１外 

設置者 株式会社ウオロクほか４者 

２ 届出の概要及び公告日 

概 要 大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定による変更（大規模小売店舗を設置する者の代表者の変

更及びその他の変更）に関する届出 

公告日 平成25年11月１日 

３ 意見の概要 

(1) 柏崎市からの意見の概要 

意見なし 

(2) 居住者等の意見の概要 

意見書の提出はなかった。 

４ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 

５ 縦覧期間 

平成26年３月11日から平成26年４月11日まで 

 

大規模小売店舗の届出に対する市町村等の意見について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項及び第２項の規定による市町村等の意見の概要を

次のとおり公表する。 

平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 妻有ショッピングセンター南館 

所在地 十日町市上島丑712番地１外 

設置者 アークランドサカモト株式会社ほか４者 

２ 届出の概要及び公告日 

概 要 大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定による変更（大規模小売店舗を設置する者の代表者の変

更及びその他の変更）に関する届出 

公告日 平成25年11月１日 

３ 意見の概要 

(1) 十日町市からの意見の概要 

意見なし 

(2) 居住者等の意見の概要 

意見書の提出はなかった。 

４ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 

５ 縦覧期間 

平成26年３月11日から平成26年４月11日まで 

 

争議行為を行う旨の通知について（公告） 

労働関係調整法（昭和21年法律第25号）第37条第１項の規定により、新潟県医療労働組合連合会執行委員長塩

谷義夫から次のとおり争議行為を行う旨の通知があった。 

平成26年３月11日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 要求事項 

 一時金要求、人員要求、医療提供体制に関する要求、その他の要求 

２ 期  間 

 平成26年３月13日午前０時以降本問題解決まで 

３ 場  所 

 新潟市秋葉区東金沢1459－１ 
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新潟勤労者医療協会 下越病院 

新潟市秋葉区東金沢1459－１ 

新潟メディカルプラン みのり薬局 

新潟市中央区入船町３－3629－１ 

新潟勤労者医療協会 舟江診療所 

新潟市中央区入船町３－3629－１ 

介護老人保健施設 入舟 

新潟市中央区沼垂東６－４－12 

新潟勤労者医療協会 沼垂診療所 

新潟市東区空港西１－15－17 

新潟勤労者医療協会 ときわ診療所 

新潟市西区寺尾東３－８－35 

新潟勤労者医療協会 坂井輪診療所 

新潟市秋葉区田家２－１－30 

新潟勤労者医療協会 かえつクリニック 

新潟市秋葉区荻野町３－８ 

介護老人保健施設 おぎの里 

長岡市前田１－６－７ 

ながおか医療生協 ながおか生協診療所 

長岡市西新町２－３－22 

ながおか医療生協 生協かんだ診療所 

新潟市南区上下諏訪木770－１ 

白根健生病院 

新潟市南区助次右エ門組５ 

介護老人保健施設 みずき苑 

新潟市東区竹尾４－13－３ 

新潟医療生協 木戸病院 

新潟市東区上木戸５－２－１ 

新潟医療生協 木戸クリニック 

新潟市東区上木戸５－２－１ 

新潟医療生協 なじょも 

新潟市東区上木戸２－１－35 

介護老人保健施設 ほほえみの里きど 

新潟市東区東中野山６－17－５ 

新潟医療生協 石山診療所 

小千谷市本町１－13－33 

財団法人 小千谷総合病院 

小千谷市元町10－１ 

介護老人保健施設 水仙の家 

４ 概  要 

 救急外来患者及び入院・入所中の重症患者のための保安要員を除く全部、又は一部組合員によるストライキ、 

その他の争議行為 

 

病院局公告 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、看護助手業務委託について、次のとおり一般

競争入札を行う。 

平成26年３月11日 

新潟県立がんセンター新潟病院長 横山 晶 
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１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  看護助手業務  １式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 履行期限 

  平成26年４月１日から平成27年３月31日 

(4) 履行場所 

  新潟県立がんセンター新潟病院 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(5) 新潟県内に本社(本店)又は営業所等(支店、支社及び営業所等名称は問わない。)が所在するものであるこ

と。 

(6) 本調達に係る入札説明書の交付を受け、入札参加資格確認を提出した者であること。 

(7) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を 

 有する者でないこと。 

(8) 300 床以上の病床数を有する病院の当該業務を、平成23年１月１日以降、12か月以上継続して行った実績

を有することを証明した者であること。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 951－8566 

  新潟県新潟市中央区川岸町２丁目15番地３ 

  新潟県立がんセンター新潟病院経営課 

  電話番号 025－266－5111 内線2313 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

４ 入札参加資格確認書類の提出 

(1) 入札希望者は平成26年３月25日（火）午前10時00分までに、入札説明書に定める入札参加資格を証明する

書類を持参又は郵送しなければならない。ただし郵送の場合は、平成26年３月24日に必着させるとともに、

書留郵便を利用すること。 

(2) 入札参加資格確認書類提出場所は３(1)とする。 

(3) 入札参加資格書類の様式は入札説明書による。 

５ 入札、開札の日時及び場所 

  平成26年３月27日（木）午後２時00分 

  新潟県立がんセンター新潟病院 講堂Ａ 

６ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  入札時に、入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の100分の５に相当する金額以上の額を納付する

こと。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第196

条第３項第１号に該当する場合は免除する。 

(3) 契約保証金 
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  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、規程第186条第３項第１号又は第３号に

該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、前記３で交付する入札説明書に基づき提出書類を作成し、提出

しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

 ① 契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。（提出がないと 

  きは、契約を締結しない場合がある｡) 

 ② 詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、中央材料室及び手術室（器械室）業務委託に

ついて、次のとおり一般競争入札を行う。 

平成26年３月11日 

新潟県立がんセンター新潟病院長 横山 晶 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  中央材料室及び手術室（器械室）業務  １式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 履行期限 

  平成26年４月１日から平成27年３月31日 

(4) 履行場所 

  新潟県立がんセンター新潟病院 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(5) 本調達に係る入札説明書の交付を受け、入札参加資格確認を提出した者であること。 

(6) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を 

 有する者でないこと。 

(7) 300 床以上の病床数を有する病院の当該業務を、平成23年１月１日以降、12か月以上継続して行った実績

を有することを証明した者であること。 

(8) 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第９条の９で定める基準に適合する者であることを証明した者
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であること。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 951－8566 

  新潟県新潟市中央区川岸町２丁目15番地３ 

  新潟県立がんセンター新潟病院経営課 

  電話番号 025－266－5111 内線2313 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

４ 入札参加資格確認書類の提出 

(1) 入札希望者は平成26年３月25日（火）午前10時00分までに、入札説明書に定める入札参加資格を証明する

書類を持参又は郵送しなければならない。ただし郵送の場合は、平成26年３月24日に必着させるとともに、

書留郵便を利用すること。 

(2) 入札参加資格確認書類提出場所は３(1)とする。 

(3) 入札参加資格書類の様式は入札説明書による。 

５ 入札、開札の日時及び場所 

  平成26年３月27日（木）午後２時30分 

  新潟県立がんセンター新潟病院 講堂Ａ 

６ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  入札時に、入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の100分の５に相当する金額以上の額を納付する

こと。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第196

条第３項第１号に該当する場合は免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、規程第186条第３項第１号又は第３号に

該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、前記３で交付する入札説明書に基づき提出書類を作成し、提出

しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

 ① 契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。（提出がないと 

  きは、契約を締結しない場合がある｡) 

 ② 詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、食器類配下膳及び洗浄業務委託について、次

のとおり一般競争入札を行う。 
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平成26年３月11日 

新潟県立がんセンター新潟病院長 横山 晶 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  食器類配下膳及び洗浄業務  １式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 履行期限 

  平成26年４月１日から平成27年３月31日 

(4) 履行場所 

  新潟県立がんセンター新潟病院 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(5) 新潟県内に本社(本店)が所在するものであること。 

(6) 本調達に係る入札説明書の交付を受け、入札参加資格確認を提出した者であること。 

(7) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を 

 有する者でないこと。 

(8) 300 床以上の病床数を有する病院の当該業務を、平成23年１月１日以降、12か月以上継続して行った実績

を有することを証明した者であること。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 951－8566 

  新潟県新潟市中央区川岸町２丁目15番地３ 

  新潟県立がんセンター新潟病院経営課 

  電話番号 025－266－5111 内線2313 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

４ 入札参加資格確認書類の提出 

(1) 入札希望者は平成26年３月25日（火）午前10時00分までに、入札説明書に定める入札参加資格を証明する

書類を持参又は郵送しなければならない。ただし郵送の場合は、平成26年３月24日に必着させるとともに、

書留郵便を利用すること。 

(2) 入札参加資格確認書類提出場所は３(1)とする。 

(3) 入札参加資格書類の様式は入札説明書による。 

５ 入札、開札の日時及び場所 

  平成26年３月27日（木）午後３時00分 

  新潟県立がんセンター新潟病院 講堂Ａ 

６ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  入札時に、入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の100分の５に相当する金額以上の額を納付する

こと。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第196

条第３項第１号に該当する場合は免除する。 
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(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、規程第186条第３項第１号又は第３号に

該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、前記３で交付する入札説明書に基づき提出書類を作成し、提出

しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

 ① 契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。（提出がないと 

  きは、契約を締結しない場合がある｡) 

 ② 詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、メッセンジャー業務委託について、次のとお

り一般競争入札を行う。 

平成26年３月11日 

新潟県立がんセンター新潟病院長 横山 晶 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  メッセンジャー業務  １式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 履行期限 

  平成26年４月１日から平成27年３月31日 

(4) 履行場所 

  新潟県立がんセンター新潟病院 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(5) 新潟県内に本社(本店)又は営業所等(支店、支社及び営業所等名称は問わない。)が所在するものであるこ

と。 

(6) 本調達に係る入札説明書の交付を受け、入札参加資格確認を提出した者であること。 

(7) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を 

 有する者でないこと。 
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(8) 300 床以上の病床数を有する病院の当該業務を、平成23年１月１日以降、12か月以上継続して行った実績

を有することを証明した者であること。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 951－8566 

  新潟県新潟市中央区川岸町２丁目15番地３ 

  新潟県立がんセンター新潟病院経営課 

  電話番号 025－266－5111 内線2313 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

４ 入札参加資格確認書類の提出 

(1) 入札希望者は平成26年３月25日（火）午前10時00分までに、入札説明書に定める入札参加資格を証明する

書類を持参又は郵送しなければならない。ただし郵送の場合は、平成26年３月24日に必着させるとともに、

書留郵便を利用すること。 

(2) 入札参加資格確認書類提出場所は３(1)とする。 

(3) 入札参加資格書類の様式は入札説明書による。 

５ 入札、開札の日時及び場所 

  平成26年３月27日（木）午後３時30分 

  新潟県立がんセンター新潟病院 講堂Ａ 

６ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  入札時に、入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の100分の５に相当する金額以上の額を納付する

こと。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第196

条第３項第１号に該当する場合は免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、規程第186条第３項第１号又は第３号に

該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、前記３で交付する入札説明書に基づき提出書類を作成し、提出

しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

 ① 契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。（提出がないと 

  きは、契約を締結しない場合がある｡) 

 ② 詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、洗濯業務委託について、次のとおり一般競争

入札を行う。 
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平成26年３月11日 

新潟県立がんセンター新潟病院長 横山 晶 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  洗濯業務  １式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 履行期限 

  平成26年４月１日から平成27年３月31日 

(4) 履行場所 

  新潟県立がんセンター新潟病院 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(5) 新潟県内に本社(本店)又は営業所等(支店、支社及び営業所等名称は問わない。)が所在するものであるこ

と。 

(6) 本調達に係る入札説明書の交付を受け、入札参加資格確認を提出した者であること。 

(7) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を 

 有する者でないこと。 

(8) 300 床以上の病床数を有する病院の当該業務を、平成23年１月１日以降、12か月以上継続して行った実績

を有することを証明した者であること。 

(9) 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第９条の14で定める基準に適合する者であることを証明した者

であること。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 951－8566 

  新潟県新潟市中央区川岸町２丁目15番地３ 

  新潟県立がんセンター新潟病院経営課 

  電話番号 025－266－5111 内線2313 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

４ 入札参加資格確認書類の提出 

(1) 入札希望者は平成26年３月25日（火）午前10時00分までに、入札説明書に定める入札参加資格を証明する

書類を持参又は郵送しなければならない。ただし郵送の場合は、平成26年３月24日に必着させるとともに、

書留郵便を利用すること。 

(2) 入札参加資格確認書類提出場所は３(1)とする。 

(3) 入札参加資格書類の様式は入札説明書による。 

５ 入札、開札の日時及び場所 

  平成26年３月27日（木）午後４時00分 

  新潟県立がんセンター新潟病院 講堂Ａ 

６ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 
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  入札時に、入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の100分の５に相当する金額以上の額を納付する

こと。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第196

条第３項第１号に該当する場合は免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、規程第186条第３項第１号又は第３号に

該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、前記３で交付する入札説明書に基づき提出書類を作成し、提出

しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

 ① 契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。（提出がないと 

  きは、契約を締結しない場合がある｡) 

 ② 詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、遠隔画像診断業務委託について、次のとおり

一般競争入札を行う。 

平成26年３月11日 

新潟県立がんセンター新潟病院長 横山 晶 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  遠隔画像診断業務  １式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 履行期限 

  平成26年４月１日から平成27年３月31日 

(4) 履行場所 

  新潟県立がんセンター新潟病院 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(5) 本調達に係る入札説明書の交付を受け、入札参加資格確認を提出した者であること。 

(6) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を 
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 有する者でないこと。 

(7) 300床以上の病床数を有する病院の当該業務を、平成23年１月１日以降、12ヵ月以上継続して行った実績を

有することを証明した者であること。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 951－8566 

  新潟県新潟市中央区川岸町２丁目15番地３ 

  新潟県立がんセンター新潟病院経営課 

  電話番号 025－266－5111 内線2313 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

４ 入札参加資格確認書類の提出 

(1) 入札希望者は平成26年３月25日（火）午前10時00分までに、入札説明書に定める入札参加資格を証明する

書類を持参又は郵送しなければならない。ただし郵送の場合は、平成26年３月24日に必着させるとともに、

書留郵便を利用すること。 

(2) 入札参加資格確認書類提出場所は３(1)とする。 

(3) 入札参加資格書類の様式は入札説明書による。 

５ 入札、開札の日時及び場所 

  平成26年３月28日（金）午前11時30分 

  新潟県立がんセンター新潟病院 がん予防総合センター研修室Ａ 

６ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  入札時に、入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の100分の５に相当する金額以上の額を納付する

こと。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第196

条第３項第１号に該当する場合は免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、規程第186条第３項第１号又は第３号に

該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、前記３で交付する入札説明書に基づき提出書類を作成し、提出

しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

 ① 契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。（提出がないと 

  きは、契約を締結しない場合がある｡) 

 ② 詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、フォトセンター業務委託について、次のとお
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り一般競争入札を行う。 

平成26年３月11日 

新潟県立がんセンター新潟病院長 横山 晶 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  フォトセンター業務  １式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 履行期限 

  平成26年４月１日から平成27年３月31日 

(4) 履行場所 

  新潟県立がんセンター新潟病院 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(5) 新潟県内に本社(本店)又は営業所等(支店、支社及び営業所等名称は問わない。)が所在するものであるこ

と。 

(6) 本調達に係る入札説明書の交付を受け、入札参加資格確認を提出した者であること。 

(7) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を 

 有する者でないこと。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 951－8566 

  新潟県新潟市中央区川岸町２丁目15番地３ 

  新潟県立がんセンター新潟病院経営課 

  電話番号 025－266－5111 内線2313 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

４ 入札参加資格確認書類の提出 

(1) 入札希望者は平成26年３月25日（火）午前10時00分までに、入札説明書に定める入札参加資格を証明する

書類を持参又は郵送しなければならない。ただし郵送の場合は、平成26年３月24日に必着させるとともに、

書留郵便を利用すること。 

(2) 入札参加資格確認書類提出場所は３(1)とする。 

(3) 入札参加資格書類の様式は入札説明書による。 

５ 入札、開札の日時及び場所 

  平成26年３月28日（金）午後１時30分 

  新潟県立がんセンター新潟病院 がん予防総合センターネットワーク室 

６ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  入札時に、入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の100分の５に相当する金額以上の額を納付する

こと。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第196

条第３項第１号に該当する場合は免除する。 
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(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、規程第186条第３項第１号又は第３号に

該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、前記３で交付する入札説明書に基づき提出書類を作成し、提出

しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

 ① 契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。（提出がないと 

  きは、契約を締結しない場合がある｡) 

 ② 詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、超音波診断装置について、次のとおり一般競

争入札を行う。 

平成26年３月11日 

新潟県立十日町病院長 塚田 芳久 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  超音波診断装置  １式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 納入期限 

  入札説明書による。   

(4) 納入場所 

  新潟県立十日町病院 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 新潟県物品入札参加資格者名簿の営業種目「機械類」に登載されている者であること。 

(4) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

(5) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を 

 有する者でないこと。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 948－0055 
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  新潟県十日町市高山32番地９ 

  新潟県立十日町病院庶務課 

  電話番号 025－757－5566 内線503 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

(3) 応札仕様書の提出期限 

  平成26年３月17日（月）午後３時00分 

４ 入札、開札の日時及び場所 

  平成26年３月27日（木）午後１時30分 

  新潟県立十日町病院 ３階 講堂  

５ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県 

 病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第186条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、新潟県立十日町病院の交付する入札説明書に基づき応札仕様書 

 を作成し、前記３(3)により提出しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

 ア 契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。（提出がないと 

  きは、契約を締結しない場合がある｡) 

 イ 詳細は入札説明書による。 

ウ 平成25年度新潟県病院事業会計補正予算が議決されなかった等の場合、本件調達の手続について停止の

措置を行うことがある。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、DMAT車両について、次のとおり一般競争入札

を行う。 

平成26年３月11日 

新潟県立十日町病院長 塚田 芳久 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  DMAT車両  １式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 納入期限 

  入札説明書による。  
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(4) 納入場所 

  新潟県立十日町病院 

(5) 入札方法 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額から、使用済自動車の再資源化に関する法律（平成14年 

法律第87号）によるリサイクル料金等（以下「リサイクル料金等」という｡)を除いた金額の100分の８に相当 

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

以下「車両等価格」という｡)に、リサイクル料金等、自賠責保険料及び自動車重量税を加算した額をもって 

落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問 

わず、見積もった車両等価格の108分の100に相当する金額にリサイクル料金等を加算した金額を入札書に記 

載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 新潟県物品入札参加資格者名簿の営業種目「車両・船舶類」に登載されている者であること。 

(4) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

(5) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を 

 有する者でないこと。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 948－0055 

  新潟県十日町市高山32番地９ 

  新潟県立十日町病院庶務課 

  電話番号 025－757－5566 内線503 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

(3) 応札仕様書の提出期限 

  平成26年３月18日（火）午後３時00分 

４ 入札、開札の日時及び場所 

  平成26年３月27日（木）午後３時30分 

  新潟県立十日町病院 講堂  

５ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県 

 病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第186条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、新潟県立十日町病院の交付する入札説明書に基づき応札仕様書 

 を作成し、前記３(3)により提出しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 

(8) 契約の停止等 
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  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

 ア 契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。（提出がないと 

  きは、契約を締結しない場合がある｡) 

 イ 詳細は入札説明書による。 

ウ 平成25年度新潟県病院事業会計補正予算が議決されなかった等の場合、本件調達の手続について停止の

措置を行うことがある。 

 

選挙管理委員会告示 

新潟県選挙管理委員会告示第６号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定による政治団体の収支報告書について、訂正の報

告があったので、平成24年11月22日付け新潟県選挙管理委員会告示第100号の一部を次のとおり改める。 

平成26年３月11日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  長津 光三郎 

訂正報告年月日 平成26年２月17日 

政治団体の名称 自由民主党新潟県新潟市中央区第二支部 

（報告年月日平成24年３月30日）中 

項   目 訂 正 後 訂 正 前 

１ 収入総額 

   本年収入額 

         231,978 円 

         231,978 円 

          45,200 円 

          45,200 円 

２ 支出総額                231,978  円            0 円 

３ 本年収入の内訳 

 借入金 

  美濃欣之 

 合 計 

  

         186,778  円 

         186,778 円 

                 231,978  円 

 

 

 

         45,200  円 

５ 支出の内訳 

 経常経費 

  備品・消耗品費 

  事務所費 

 政治活動費 

  組織活動費 

  機関紙誌の発行その他の事業費 

   機関紙誌の発行事業費 

 合 計 

 

        209,308  円 

        157,910 円 

         51,398 円 

         22,670 円 

         22,500 円 

           170  円 

          170 円 

        231,978 円 

 

 

 

 

 

 

新潟県選挙管理委員会告示第７号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定による政治団体の収支報告書について、訂正の報

告があったので、平成25年11月22日付け新潟県選挙管理委員会告示第67号の一部を次のとおり改める。 

平成26年３月11日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  長津 光三郎 

訂正報告年月日 平成26年２月17日 

政治団体の名称 自由民主党新潟県新潟市中央区第二支部 

（報告年月日平成25年２月14日）中 

項   目 訂 正 後 訂 正 前 

１ 収入総額 

   前年繰越額 

       2,027,842 円 

                    

       1,486,163 円 

          45,200 円 
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  本年収入額            2,027,842 円         1,440,963 円 

２ 支出総額              2,008,994  円        1,486,163 円 

３ 本年収入の内訳 

 借入金 

  美濃欣之 

 合 計 

  

         705,442  円 

         705,442 円 

         2,027,842 円 

 

              118,563 円 

        118,563 円 

       1,440,963  円 

５ 支出の内訳 

 経常経費 

  備品・消耗品費 

  事務所費 

 政治活動費 

  組織活動費 

  機関紙誌の発行その他の事業費 

   機関紙誌の発行事業費 

  調査研究費 

 合 計 

 

        398,575  円 

        282,825 円 

        115,750 円 

       1,610,419 円 

        547,179 円 

         16,590  円 

          840 円 

        70,980  円 

             2,008,994 円 

 

                18,750 円 

                18,750 円 

 

             1,467,413 円 

               432,383 円 

                15,750 円 

 

                43,610 円 

             1,486,163 円 

 

◎新潟県選挙管理委員会告示第８号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項及び第75条第１項の規定による請求を行う場合に必要な選挙

権を有する者の総数の50分の１の数並びに同法第76条第１項、第80条第１項、第81条第１項及び第86条第１項並

びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第８条第１項の規定による請求を行う場

合に必要な選挙権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万

を超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を

超える場合にあってはその80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に

３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）は次のとおりである。 

平成26年３月11日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  長津 光三郎 

１ 選挙権を有する者の総数の50分の１の数 

                       38,823                        

２ 選挙権を有する者の総数の、80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と 

 40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 

                       342,643 

３ 県議会議員の選挙区別の選挙権を有する者の総数の３分の１の数 

              新潟市北区    20,958 

              新潟市東区    38,084 

              新潟市中央区   48,918 

              新潟市江南区   18,872 

              新潟市秋葉区   21,489 

              新潟市南区    12,854 

              新潟市西区    43,100 

              新潟市西蒲区   16,775 

              長岡市三島郡   77,948 

              上越市      54,807 

              三条市      28,150 

              柏崎市刈羽郡   25,994 

              新発田市北蒲原郡 31,730 

              小千谷市     10,472 

              加茂市南蒲原郡  11,826 

              十日町市中魚沼郡 19,088 
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              見附市      11,582 

              村上市岩船郡   20,191 

              燕市西蒲原郡   24,929 

              糸魚川市     13,024 

              妙高市       9,729 

              五泉市東蒲原郡  18,837 

              阿賀野市     12,453 

              佐渡市      17,136 

              魚沼市      10,938 

              南魚沼市南魚沼郡 18,518 

              胎内市       8,653 

 

人事委員会公告 

平成26年度新潟県警察官Ａ（大学卒業者）採用試験（第１回）の実施について（公告） 

次のとおり新潟県警察官（巡査）の採用試験を行う。 

平成26年３月11日 

新潟県人事委員会 

  委員長  鶴 巻  克 恕 

１ 試験職種・採用予定人員・受験資格 

試験職種 採用予定人員 受験資格 

男性警察官Ａ 

 

76人程度 

 

昭和59年４月２日以降に生まれた人で、次のいずれかに該当する人 

ア 学校教育法による大学（短期大学を除く｡)を卒業した人又は平成27年３ 

 月31日までに卒業する見込みの人 

イ 新潟県人事委員会がアと同等と認める人 

女性警察官Ａ 

 

12人程度 

 

男性警察官Ａ 

（武道） 

柔道 

 

１人程度 男性警察官Ａの受験資格に該当し、かつ、段位が２段以上の人で、全日

本柔道連盟若しくはこれに加盟する団体が主催して行う競技会又はこれ

らに相当すると認められる競技会において優秀な成績をあげた人 

剣道 １人程度 男性警察官Ａの受験資格に該当し、かつ、段位が３段以上の人で、全日

本剣道連盟若しくはこれに加盟する団体が主催して行う競技会又はこれ

らに相当すると認められる競技会において優秀な成績をあげた人 

女性警察官Ａ 

（武道） 

柔道 

 

１人程度 女性警察官Ａの受験資格に該当し、かつ、段位が２段以上の人で、全日

本柔道連盟若しくはこれに加盟する団体が主催して行う競技会又はこれ

らに相当すると認められる競技会において優秀な成績をあげた人 

剣道 １人程度 女性警察官Ａの受験資格に該当し、かつ、段位が３段以上の人で、全日

本剣道連盟若しくはこれに加盟する団体が主催して行う競技会又はこれ

らに相当すると認められる競技会において優秀な成績をあげた人 

  警察官Ａ採用試験は９月にも実施を予定している（第２回試験)｡ただし、警察官Ａ（武道）の第２回試験は

実施しない予定。 

  男性警察官Ａ採用試験の第１次試験は、新潟県が東京都（警視庁)と共同で実施するもので、申込みの際に志

望先として新潟県、東京都（警視庁)のいずれかを選択できる。ただし、東京都（警視庁)を第１志望とした場

合は、新潟県を第２志望とすることはできない。女性警察官Ａ、男性警察官Ａ（武道）、女性警察官Ａ（武道）

を受験する人は、東京都（警視庁)を志望することはできない。 

２ 職務内容 

  個人の生命・身体及び財産の保護、犯罪の予防及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と

秩序の維持の任務に従事する。 

３ 欠格条項 

  次のいずれかに該当する人は、受験できない。 

(1) 日本の国籍を有しない人 
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(2) 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む｡) 

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

(4) 志望する都県の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

(5) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張す

る政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

４ 試験日時・会場 

  試験は、第１次試験及び第２次試験とし、第２次試験は、第１次試験に合格した人について行う。 

区分 日時 試験会場 

第１次試験 平成26年５月11日 

受付時間 

午前８時30分から 

午前９時30分まで 

男性警察官Ａ・女性警察官Ａ 

新潟国際情報大学 

（新潟市西区みずき野３丁目１番１号） 

男性警察官Ａ（武道）・女性警察官Ａ（武道） 

新潟県警察学校 

（新潟市西区小新西２丁目21番１号） 

第２次試験

（新潟県の

場合） 

平成26年５月31日（予定）及び

６月23日から７月16日まで（予

定）のうち指定する日時 

新潟国際情報大学（予定） 

（新潟市西区みずき野３丁目１番１号） 

新潟県庁（予定） 

（新潟市中央区新光町４番地１） 

日時、試験会場は第１次試験の合格者に通知する。 

５ 試験の方法 

(1) 第１次試験 

試験種目 内容 

教養試験 一般的な知識及び知能について、大学卒業程度で択一式による筆記試験を行う。 

体力検査Ⅰ（男性・女性警

察官Ａ（武道）を除く） 

職務に必要な体力を有するかどうかを検査（腕立て伏せ、反復横跳び、立ち幅跳び

）する。 

実技試験（男性・女性警察

官Ａ（武道）のみ） 

武道（柔道又は剣道）の技術及び技能について、実技試験を行う。 

武道の受験者は、体力検査Ⅰは行わない。 

 (2) 第２次試験 

試験種目 内容 

論文試験 課題の理解力、表現力、文章構成力等について筆記試験を行う。 

体力検査Ⅱ 職務に必要な体力を有するかどうかを検査（20メートルシャトルラン）する。 

面接試験 積極性、信頼性、社会性等について面接試験を行う。 

適性検査 職務執行上必要な適性等について検査を行う。面接試験の参考とする。 

身体検査 

 

通常の職務執行に支障をきたすおそれのある疾病等の有無について検査を行う。なお、

検査には以下の基準がある。 

 ○身体基準 

項目 

 

基準 

男性警察官 女性警察官 

身長 

 

おおむね160センチメートル以上であるこ

と。 

おおむね153センチメートル以上であるこ 

と。 

体重 おおむね47キログラム以上であること。 おおむね43キログラム以上であること。 

視力 両眼とも裸眼視力が0.6 以上又は両眼とも矯正視力が1.0 以上であること。 

色覚 職務執行上支障がないこと。 

聴力 職務執行上支障がないこと。 

関節等 職務執行上支障がないこと。 

 (3) その他 

   受験資格の有無、申込書記載事項の真否について調査する。 

６ 試験の配点・基準 

最終合格は、第２次試験の結果に基づき決定し、第１次試験の成績は反映されない。 

  また、第１次試験、第２次試験（適性検査を除く｡)にはそれぞれ次のとおり一定の基準があり、一つでも基
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準を満たさない場合、他の種目の成績に関わらず原則として不合格となる。 

区分 種目 配点 基準 

第１次試験 教養試験 

 

100点 

 

正答率３割５分以上 

※基準は目安であり、引き下げる場合がある。 

体力検査Ⅰ 

 

 

腕立て伏せ 適否 

 

 

10点 ３種目の合計得点が15点以上 

※１種目でも０点があった場合、不合

格となる。 

反復横跳び 10点 

立ち幅跳び 10点 

実技試験（武道のみ） 100点 60点以上 

第２次試験 面接試験 130点 50点以上 

論文試験  30点 12点以上 

体力検査Ⅱ 

 

20メートルシャト

ルラン 

適否 

 

男性32回以上 

女性19回以上 

身体検査 － 身体基準のとおり 

○体力検査Ⅰの点数の目安 

検査種目 

 

記録 点数 

男性 女性 

腕立て伏せ 15回 ５回 ５点  

反復横跳び 41回 36回 ５点  

立ち幅跳び 195㎝ 143㎝ ５点  

※上記の各種目の記録に対する点数は目安であり、各種目の回数や距離に応じて点数を設定している。基準につ

いては男女とも３種目の合計得点が15点以上である。 

※体力検査Ⅰの記録は、第２次試験における面接試験の参考とする。 

７ 合格者の発表 

区分 日時 方法 

第１次試験合格者 

 

 

平成26年５月22日午後１時（予定） 

 

 

県庁内の広報展示室（１階）前の掲示板及び新潟県

警察ホームページに合格者の受験番号を掲示するほ

か、合格者に郵送で通知する。 

最終合格者 

 

 

平成26年８月１日午後１時（予定） 

 

 

県庁内の広報展示室（１階）前の掲示板及び新潟県

警察ホームページに合格者の受験番号を掲示するほ

か、第２次試験受験者に結果を郵送で通知する。 

８ 合格から採用まで（新潟県の場合） 

(1) 最終合格者は、得点順に任用候補者名簿に登載され、新潟県警察本部長からの請求に応じて高点順に推薦

され、欠員の状況により順次採用が決定される。ただし、欠員のない場合は採用されないこともある。 

(2) 平成27年３月31日までに大学等を卒業する見込みで受験した人については、同時期までに卒業することが

できなかった場合は採用されない。 

(3) 採用は、原則として平成27年４月１日であるが、既卒者については欠員の状況により、本人の意向を確認

した上で、平成26年10月１日に採用される場合がある。 

(4) 任用候補者名簿の有効期間は、名簿確定後、原則として１年間である。 

(5) 採用後は巡査に任命され、初任科生として警察学校に入校し、６か月間初任教養を受けた後、新潟県内の

各警察署に配置される。 

９ 給与等 

(1) 採用後の給料は、平成26年４月１日採用者を例にとると、警察官Ａ採用者で211,800 円である。また、職

歴等がある場合は一定の基準で加算される。 

(2) 採用後は昇給の制度があり、また、一定の条件により通勤手当、扶養手当、住居手当等も支給される。 

(3) 職務に必要な制服・制帽・ワイシャツ・ネクタイ・防寒服・雨衣・手袋・靴等が現品で支給される。 

10 受験手続 

(1) 受験申込用紙の配布等 

   受験申込用紙は、新潟県警察本部警務部警務課、県内の各警察署・交番・駐在所で配布するほか、新潟県

警察ホームページからダウンロードすることもできる。 

   受験申込用紙を郵便で請求する場合は、封筒の表に「警察官採用試験請求」と朱書し、140 円切手を貼っ
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た宛先明記の返信用封筒（角形２号）を同封の上、郵便番号950－8553 新潟市中央区新光町４番地１ 新潟

県警察本部警務部警務課に請求すること。 

(2) 受験申込の方法 

   以下のいずれかの方法によること。 

  ア 受験申込用紙に必要事項を記入し、新潟県警察本部警務部警務課又は県内の各警察署・交番・駐在所に

直接持参するか郵送する。 

    郵送する場合は、封筒の表に「警察官採用試験受験」と朱書し、必ず書留等確実な方法をとること。 

  イ 新潟県警察ホームページから電子申請を行う。 

(3) 受付期間 

  ア 郵送又は持参の場合 

   ・平成26年３月11日から４月10日午後５時15分まで受け付ける。 

   ・なお、郵送の場合は、４月10日までの消印のあるものに限り受け付ける。 

  イ 電子申請の場合 

   ・平成26年３月11日から４月10日午後５時15分まで受け付ける。 

11 試験に関する事務の委任 

  次の試験に関する事務を警察本部長に委任する。 

(1) 受験者の募集、申込みの受付 

(2) 教養試験の実施（試験問題の作成決定及び管理を除く｡) 

(3) 第１次試験合格者の決定 

(4) 面接試験の実施 

(5) 論文試験の実施 

(6) 適性検査の実施 

(7) 体力検査Ⅰ・Ⅱの実施 

(8) 実技試験の実施 

(9) 身体検査の実施 
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